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 シルバーウィーク前半は大型台風の影響でいろいろ荒れた 3連休でした。後半は秋らしいすがすが

しいお天気になるといいですね。それでは今月も張り切ってお伝えします。 

 

《退職時のトラブルについて》 

退職した元従業員からのトラブルについてご相談を受けることがあります。その内容のほとんどが

残業代未払いや退職理由に関することです。残業代未払いについてはきちんと労働時間管理がさ

れている場合そのような問題はあまり起こりません。労働時間の管理をきちんとしていない、又は管

理が難しい業種に多く起こるようです。そのような事業所の場合そこをつかれて不当な請求をされ

る場合もあるようです。まずは労働時間の適正な管理をすることが大切です。タイムカードを打刻で

きなければ上長に報告した時刻をもって終業時刻としたり、出先でも終業時刻が共有できるような

アプリを活用する方法などもあります。また月に○○時間分の定額残業を給与に含めその時間数を

超えた場合その分を残業代として支払うという方法もあります。その場合は必ず雇用契約書など文

書で知らせましょう。退職理由に関しては自己都合退職か会社都合退職かで争う場合です。会社側

は自分から辞めると言ってきたから自己都合だ！労働者側からするとその前後のやり取りがあっての

退職だから会社都合だ！という主張です。自己都合の場合は退職理由を書いた退職願を出しても

らいましょう。簡単なことですが後々のトラブル防止になります。在職中は全くトラブルがなかったの

に辞めた途端にそのように言われて寝耳に水で戸惑う場合が多いようです。長年同じようにやって

きたのになぜ今頃？辞める前に言ってもらえればという気持ちもあると思います。しかし、今までの

勤怠管理を含めいろいろなことを見直すいい時期と捉えてみてはいかがでしょうか？10人未満の

事業所は就業規則の作成義務がないため備えていないところが多いです。しかし、就業規則はその

ようなトラブルにならないような指針にもなり得ます。例えば所定外労働等で割増賃金を支払う条

項や退職時の手続きを定め、それを従業員に周知させることによって多少なりともトラブルの回避に

繋がります。すでに就業規則を作成・届け出をしている場合でも従業員に周知はさせていますか？ 

細かい法律の改正は毎年あります。就業規則に記載されていても現行の法律に沿っていなければ変

更届も必要ですのでご相談ください。 

☆ 原労務管理事務所ミニミニ通信 ☆ 



《10月からいろいろな変更があります》 

１、 定時決定による等級の改定・・・先月までに定時決定に伴う新等級及び保険料の通知をお送りし

ております。10月に支払う給与より変更になります。 

２、 雇用保険料率の変更…10月 1日より労働者負担分および事業主負担分の保険料率が変更さ

れます。一般の事業 労働者負担分 5/1000 （旧 3/1000） 

          建設の事業 労働者負担分 6/1000 （旧 4/1000） となります。 

各事業所の保険料率は同封したお知らせをご覧ください。 

３、 最低賃金の改定 （ ）内令和 3年度の最低賃金 

東京 1,072円 （1,041円） 

千葉  984円 （953円） 

埼玉  987円 （956円）        発効年月日 10月 1日 

茨城  911円 （879円） 

  時給の労働者は単純にその地域別最低賃金との比較で同額または上回っていればＯｋです。 

月給の場合は基本給の他に支払われる手当（＊どの手当てが最低賃金に算入されるかは最低賃

金特設サイト参照）の合計を 1か月の所定労働時間数で割った金額がその地域別最低賃金を上

回っていればＯＫです。労働者一人一人をチェックしなくとも事業所で最も賃金が低い者と地域別

最低賃金を比較することでチェックができます。詳細については『最低賃金特設サイト』をご覧くだ

さい。 

 

 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

            今月も最後までお読みいただきありがとうございました  

     ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★    

 

 

《お問合せ先》 

原 労 務 管 理 事 務 所  

社会保険労務士  原 智子 

東京都江戸川区西篠崎２－７－３２ 

TEL：03-3679-6713 

E-mail satori-h@zpost.plala.or.jp 
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